
（京浜交通圏） 

 

 

タクシーご利用の皆様へ 
 

平素よりタクシーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、この度の消費税改定の導入により、消費税率が現行の8％から10％に引き上げられました。この増税分の転嫁

のみを目的として、タクシー運賃を令和元年10月1日から、下記のとおり改定させていただきます。 

 本改定の趣旨をご理解いただき、今後ともタクシーのご利用を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

タクシー運賃料金表（普通車）※京浜地区ではほとんどのタクシーがこの運賃を設定しています。 

 

１．距離制運賃                             （新）                                 （旧） 

初乗運賃  ２ｋｍまで      ７４０円         ２ｋｍまで      ７３０円 

加算運賃  ２８８ｍまでごとに     ９０円         ２９３までごとに       ９０円 

２．時間距離併用運賃 

        時速１０キロメートル以下の走行時間について 

１分４５秒までごとに  ９０円     １分４５秒までごとに  ９０円 

（お客様の都合により、車両を待機させる場合も適用します。） 

３．深夜・早朝割増   ２２時から５時まで ２割増 

４．時間制運賃 

        初乗運賃  １時間まで     ４,５００円         １時間まで     ４,４５０円 

加算運賃  ３０分までごとに   ２,０５０円         ３０分までごとに   ２,０１０円 

５．迎車回送料金  １回             ３１０円         １回             ３１０円 

６．早朝予約料金  １回             ４１０円         １回             ４１０円 

７．障害者割引                     １割引 

８．遠距離割引 ９,０００円を超える金額について１割引 

 

大型車及び特定大型車については、別途設定されているものもあります。 

 

TO OUR CUSTOMERS 

Thank you very much for your patronage! 
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